
別紙１

移動支援事業について

内 容：障がいがあり、屋外での移動が困難なかたに、社会参加などで外出する

際の移動支援を行います。利用者は、かかった費用の１割を負担します。

対 象：①身体障害者手帳の交付を受けているかたのうち、当該手帳の旅客鉄道

株式会社旅客運賃減額の欄が第１種に該当しているかた

②療育手帳の交付を受けているかたのうち、障がいの程度がＡの判定を

受けているかた又は知的障がいについてそれに準ずる重度の判定を受

けているかた

③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかたのうち、障害等級が

１級又は２級に該当しているかた

外出種類：利用できる外出

・官公署用務

・冠婚葬祭

・教育・文化的活動

・町内・地域活動

・大会その他の社会参加

利用できない外出

・通院のための外出

・通学・通勤等、継続性のある外出

・経済活動に係る外出

・社会通念上、適当でない外出

利用方法：（申請）利用者は、秋田市障がい福祉課の窓口で「移動支援」の申請手続

きをします。

↓

（決定・通知）市は、申請に基づき決定を行い、利用者に通知します。

↓

（契約）利用者は、通知が届いたら、利用したい事業者と契約します。

↓

(利用・支払）利用者は、サービスを受けたら、費用の１割を事業者に支

払います。事業者は、残りの費用を市役所に請求します。
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別紙２

高齢者コインバスの導入について

内 容：秋田中央交通株式会社が運行する市内の路線バスと秋田市マイタウン・

バスに１００円（現金）で乗車できます。

対 象：満６８歳以上の高齢者

利用方法：秋田市長寿福祉課などの窓口で

本人が「コインバス資格証明書」

の交付申請手続きをします。

バスに乗るとき バスから降りるとき

整理券を取ってバスに乗ります。 証明書を乗務員に掲示し、１００

円と整理券を料金箱に入れます。

制度の導入時期：平成２３年１０月１日～（対象は満７０歳以上）

平成２５年１０月１日～（対象を満６８歳以上に拡大）
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別紙３

バス福祉乗車証の交付について

内 容：秋田中央交通株式会社が運行する市内の路線バスと秋田市マイタウン・

バスに無料で乗車できます。

対 象：身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちのかた

利用方法：秋田市障がい福祉課の窓口で「福祉特別乗車証（バス券）」の交付申請手

続きをします。バス降車時に、手帳と福祉特別乗車証を掲示します。

精神障がい者のためのバス割引制度について

内 容：通院や通所のために利用する時に限り、秋田中央交通株式会社が運行す

る市内の路線バスと秋田市マイタウン・バスに無料で乗車できます。

対 象：精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた

利用方法：秋田市健康管理課の窓口で「福祉特別乗車証（バス券）」の交付申請手続

きをします。バス降車時に、手帳と福祉特別乗車証を掲示します。
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平成２６年度 バリアフリー教室開催報告

１ 事業名および目的

(1) 事業名

バリアフリー教室

(2) 事業目的

一人でも多くの市民にバリアフリーへの理解を深めてもらうため、小学生を

対象に高齢者や障がい者の疑似体験や介助体験によるバリアフリー教室を開催

したもの。

２ 事業概要

(1) バスを利用したバリアフリー教室

(2) 車いす等を利用したバリアフリー教室

３ 関係機関

(1) バスを利用したバリアフリー教室

主催 国土交通省東北運輸局秋田運輸支局

協力 秋田中央交通株式会社

共催 秋田市

(2) 車いす等利用のバリアフリー教室

主催 秋田市

協力 秋田市社会福祉協議会

４ 事業実施校および対象者

(1) 事業実施校および対象者

市内４４小学校に案内し、開催希望のあった１１校

４学年の児童（泉は５学年）６６３人が参加

内 容 参 加 小 学 校 校数 人 数

バス利用 保戸野、高清水、寺内、御所野 ４校 ２６１人

車いす等利用 築山、川尻、土崎、外旭川、下新城、 ７校 ４０２人

浜田、泉
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５ 事業実施内容

(1) バス利用のバリアフリー教室

・疑似体験装具を使用し、バスへの乗降車体験と介助体験

(2) 車いす等利用のバリアフリー教室

・車いすや疑似体験装具を使用した歩行体験等と介助体験

６ 事業実施期間

平成２６年９月３日～１１月２５日の内１１日間（各校１日）

内 容 開 催 日

バス利用 ９月３日、４日、１０日、１１日

車いす等利用 ９月４日、９日、１２日、１６日、１８日、１９日

１１月２５日
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冬期間の歩行者空間の確保について

秋田市では、平成２４年度の豪雪を受け、ゆき対策のあり方について抜本

的な見直しを行いました。平成２５年１０月に策定された「秋田市ゆき総合

対策基本計画」には、下記について記載しています。

高齢者等支援の推進 （高齢者等への配慮）

１ 高齢者軽度生活支援の拡充

おおむね６５歳以上の日常生活上の援助が必要なひとり暮らし高齢者等

へ実施している高齢者軽度生活援助事業の雪寄せ支援について、利用回数

を週１回から２回へ拡大します。

２ 屋根の雪下ろしへの支援（新設）

道路豪雪対策本部が設置された際に、市民税非課税の高齢者のみの世帯

や障がい者のみの世帯（持ち家に限る）に対し、雪下ろしを行った場合は

１万円、雪下ろしと排雪を行った場合は１万５千円を上限に補助します。

（１年度１回）

３ 買物支援

今年度「日常生活圏域ニーズ調査」を実施し、高齢者の冬期間必要な生

活支援について調査するほか、地域包括支援センター等を通じてニーズを

随時把握します。

また、買物支援を実施している事業者からの聞き取り調査や、ニーズ把

握により得られた情報を商工団体に対して提供し、新たな支援事業の掘り

起こしに努めます。

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用し、買物支援を含む市独自の総合支援シ

ステムの導入について検討します。

雪に強いまちづくりの推進（歩行者の利便性向上）

１ 消融雪歩道のネットワーク化

中心市街地の消融雪歩道のネットワーク化を図るため、引き続き整備に

努めます。また、冬期間の外出時の参考となるよう消融雪歩道のマップを

作成し、ホームページ、広報あきたで高齢者等へＰＲします。
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